
地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類

第１ 基本方針 法第51条の23

（１）指定地域移行支援の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用
者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援が、保健、医療、福
祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障がいの特性その他の状況及びその置か
れている環境に応じて、適切かつ効果的に行われているか。

適・否

平24厚令27第2条第1項

（２）指定地域移行支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って行われているか。
適・否

平24厚令27第2条第2項

（３）指定地域移行支援の事業を行う指定一般相談支援事業者（指定地域移行支援事業者）は、自らその提供する指定地域移
行支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 適・否

平24厚令27第2条第3項

（４）指定地域支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に
対し、研修を実施する等の措置を講じているか。
※令和4年3月31日まで努力義務、令和4年4月1日から義務化

適・否

平24厚令27第2条第4項

第２ 人員に関する基準 法第51条の23第1項

１ 従業者 （１）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する者（指定地域移行支援従事者）を
置いているか。（ただし、指定地域移行支援の業務に支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事さ
せ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。）

適・否

平24厚令27第3条第1項

（２）指定地域移行支援従事者のうち1人以上は、相談支援専門員（指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が
定めるもの）を置いているか。
※ただし、平成24年3月31日以前に、地域移行支援に準ずる事業を行っていた事業所で、相談支援専門員の配置が困難であると
県が認める場合は、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。（経過措置）

適・否

平24厚令27第3条第2項,
附則第2条
平24厚告226

２ 管理者 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。（ただし、指
定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施
設等の職務に従事させることができる。）

適・否

平24厚令27第4条

第３ 運営に関する基準 法第51条の23第2項

（１）指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利
用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者(利用申込者)に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申
込者に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説
明を行い、当該指定地域移行支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

適・否

平24厚令27第5条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障がいの特性に応じ
た適切な配慮をしているか。 適・否

平24厚令27第5条第2項
社会福祉法第77条

２ 契約内容の報告等 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告してい
るか。 適・否

平24厚令27第6条

３ 提供拒否の禁止 　指定地域移行支援事業者は、正当な理由がなく、指定地域移行支援の提供を拒んでいないか。 適・否 平24厚令27第7条

４ 連絡調整に対する協力 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、でき
る限り協力しているか。

適・否
平24厚令27第8条

５ サービス提供困難時の対応 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指
定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置
を速やかに講じているか。

適・否

平24厚令27第9条

６ 受給資格の確認 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証によっ
て、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相
談支援給付量等を確かめているか。

適・否

平24厚令27第10条

（１）指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向
を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 適・否

平24厚令27第11条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有
効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行っているか。 適・否

平24厚令27第11条第2項

８ 心身の状況等の把握 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保
健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 適・否

平24厚令27第12条

主　眼　事　項

１ 内容及び手続きの説明及び
同意

７ 地域相談支援給付決定の申
請に係る援助
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地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

（１）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行
い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め
ているか。

適・否

平24厚令27第13条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行
うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連
携に努めているか。

適・否
平24厚令27第13条第2項

10 身分を証する書類の携行 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族
から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 適・否

平24厚令27第14条

11 サービスの提供の記録 （１）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事
項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しているか。 適・否

平24厚令27第15条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、（１）の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援
を提供したことについて確認を受けているか。 適・否

平24厚令27第15条第2項

（１）指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めるこ
とができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談支援給付決定障害者に支払を
求めることが適当であるものに限られているか。

適・否
平24厚令27第16条第1項

（２）（１）の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに地域相談支援給付決定障害者に金銭の支払
を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得
ているか。（ただし、13の(1)又は(2)に規定する支払については、この限りでない。）

適・否

平24厚令27第16条第2項

13 地域相談支援給付費の額等
の受領

（１）指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者
から当該指定地域移行支援につき「厚生労働大臣が定める基準」（報酬告示）により算定した費用の額（その額が現に当該指
定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額）の支払を受けているか。 適・否

平24厚令27第17条第1項
法第51条の14第3項

（２）指定地域移行支援事業者は、（１）の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の
実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援
給付決定障害者から受けているか。

適・否

平24厚令27第17条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、（１）及び（２）の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の
額を支払った地域相談支援給付決定障害者に対し交付しているか。 適・否

平24厚令27第17条第3項

（４）指定地域移行支援事業者は、（２）の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額に
ついて説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得ているか。 適・否

平24厚令27第17条第4項

14 地域相談支援給付費の額に
係る通知等

（１）指定地域移行支援事業者は、法定代理受領により指定地域移行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、
地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知しているか。 適・否

平24厚令27第18条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提
供した指定地域移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決
定障害者に対して交付しているか。

適・否

平24厚令27第18条第2項

15 指定地域移行支援の具体的
取扱方針

　指定地域移行支援の方針は、第1に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによっているか。
適・否

（１）指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び地域移行支援計画の
作成その他指定地域移行支援に関する業務を担当させているか。 適・否

平24厚令27第19条第1項

（２）指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域移行支援従事者に対する技術
的指導及び助言を行わせているか。 適・否

平24厚令27第19条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行う
とともに、指定地域移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。 適・否

平24厚令27第19条第3項

（４）指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対
し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障がいを有する者による支援
等適切な手法を通じて行っているか。

適・否

平24厚令27第19条第4項

16 地域移行支援計画の作成等 （１）指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障がいの特性その他の事情を踏まえた指定地域移行支援に係る計画
（地域移行支援計画）を作成しているか。 適・否

平24厚令27第20条第1項

（２）指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その心身の
状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメン
ト）を行い、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容
の検討をしているか。

適・否

平24厚令27第20条第2項

（３）指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接しているか。
　この場合において、指定地域移行支援従事者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 適・否

平24厚令27第20条第3項

12 地域相談支援給付決定障害
者に求めることのできる金
銭の支払の範囲等

９ 指定障害福祉サービス事業
者等との連携等
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地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

（４）指定地域移行支援従事者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意
向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支援
を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成しているか。
　この場合において、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスと
の連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。

適・否

平24厚令27第20条第4項

（５）指定地域移行支援従事者は、計画作成会議（地域移行支援計画の作成に当たり、当該利用者に係る障害者支援施設等又
は精神科病院における担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等その他の情報通信機器を活用して行うことがで
きるものとする。）を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めているか。

適・否

平24厚令27第20条第5項

（６）指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対して説明し、文書により
利用者の同意を得ているか。 適・否

平24厚令27第20条第6項

（７）指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際には、当該地域移行支援計画を利用者に交付しているか。
適・否

平24厚令27第20条第7項

（８）指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に
応じて地域移行支援計画の変更を行っているか。 適・否

平24厚令27第20条第8項

（９）地域移行支援計画について変更があった場合、（２）から（７）に準じて取り扱っているか。 適・否 平24厚令27第20条第9項

（１）指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相
談、外出の際の同行、障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。）の体験的な利用支
援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供するに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生
活全般の状況等の的確な把握に努めているか。

適・否

平24厚令27第21条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、利用者に対して（１）の支援を提供するに当たっては、おおむね週に1回以上、利用者との
対面により行っているか。 適・否

平24厚令27第21条第2項

18 障害福祉サービスの体験的
な利用支援

　指定地域移行支援事業者は、障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。）の体験的
な利用支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行っているか。 適・否

平24厚令27第22条

19 体験的な宿泊支援 （１）指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、次の要件を満たす場所において行っているか。
①　利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、体験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備えて
いること。
②　衛生的に管理されている場所であること。

適・否

平24厚令27第23条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことがで
きるが、委託により行っているか。 適・否

平24厚令27第23条第2項

20 関係機関との連絡調整等 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の
退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関との連絡調整その他の便宜の供与を行っているか。 適・否

平24厚令27第24条

21 地域相談支援給付決定障害
者に関する市町村への通知

　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を受けている地域相談支援給付決定障害者が偽りその他不正な行為によって
地域相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 適・否

平24厚令27第25条

22 管理者の責務 （１）指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者その他の従業者の管理、指定地域移行支援の利用の申込
みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。 適・否

平24厚令27第26条第1項

（２）指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に指定地域相談支援基準の規定を遵守させるため必要な
指揮命令を行っているか。 適・否

平24厚令27第26条第2項

23 運営規程 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程
を定めてあるか。
①　事業の目的及び運営の方針
②　従業者の職種、員数及び職務の内容
③　営業日及び営業時間
④　指定地域移行支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費用及びその額
⑤　通常の事業の実施地域
⑥　事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類
⑦　虐待の防止のための措置に関する事項
⑧　その他運営に関する重要事項

適・否

平24厚令27第27条

17 地域における生活に移行す
るための活動に関する支援
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地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

（１）指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごと
に、指定地域移行支援従業者その他の従業者の勤務の体制を定めているか。 適・否

平24厚令27第28条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、当該指定地域移行支援事業所の指定地域移行支援従事者
によって指定地域移行支援を提供しているか。
（ただし、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験の体験的な利用支援及び体験的な
宿泊支援並びに利用者の退院または退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託に
より行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与についてはこの限りでない。）

適・否

平24厚令27第28条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、（２）ただし書の規定により指定地域移行支援に係る業務の一部を他の指定地域移行支援
事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。 適・否

平24厚令27第28条第3項

（４）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 適・否 平24厚令27第28条第4項

（５）指定地域移行支援事業者は、適切な指定地域移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又
は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを
防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

適・否

平24厚令27第28条第5項

25 業務継続計画の策定等 （１）指定地域移行支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に
実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該
業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

適・否

平24厚令27第28条の2第1
項

（２）　指定地域移行支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するととともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施しているか。 適・否

平24厚令27第28条の2第2
項

（３）指定地域移行支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っている
か。 適・否

平24厚令27第28条の2第3
項

26 設備及び備品等 　指定地域移行支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域移行支援の提供に必要な設備
及び備品等を備えているか。 適・否

平24厚令27第29条

（１）指定地域移行支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 適・否 平24厚令27第30条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。
適・否

平24厚令27第30条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業者において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる
措置を講じているか。
　①　当該指定地域移行支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
　　　委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる）の定期的な開催
　　　及び従業者に対する結果の周知
　②　感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
　③　従業者に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施

※令和６年３月31日までは努力義務、令和６年４月１日から義務化

適・否

平24厚令27第30条第3項

28 掲示等 （１）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、基本相談支援及び地域移行
支援の実施状況、指定地域移行支援従事者の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資
すると認められる重要事項を掲示しているか。

適・否

平24厚令27第31条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、（１）に規定する事項を記載した書面を当該指定地域移行支援事業所に備え付け、かつ、
これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、（１）の規定による掲示に代えることができる。

平24厚令27第31条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、（１）に規定する重要事項の公表に努めているか。 適・否 平24厚令27第31条第3項

（１）指定地域移行支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏らしていないか。 適・否

平24厚令27第32条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその
家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 適・否

平24厚令27第32条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、計画作成会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文
書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 適・否

平24厚令27第32条第3項

27 衛生管理等

29 秘密保持等

24 勤務体制の確保等
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地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

30 情報の提供等 （１）指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができる
ように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 適・否

平24厚令27第33条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、当該指定地域移行支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの
又は誇大なものとしていないか。 適・否

平24厚令27第33条第2項

31 利益供与等の禁止 （１）指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービス事業者等又はその従業者に対し、利用
者又はその家族に対して当該指定地域移行支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してい
ないか。

適・否
平24厚令27第34条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、指定特定相談支援事業者若しくは障害福祉サービス事業者等又はその従業者から、利用者
又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 適・否

平24厚令27第34条第2項

32 苦情解決 （１）指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に
対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 適・否

平24厚令27第35条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、（１）の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。
適・否

平24厚令27第35条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若し
くは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移行支援事業所の設備若しくは帳
簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町
村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

平24厚令27第35条第3項
法第10条第1項

（４）指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報
告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応
じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助
言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

適・否

平24厚令27第35条第4項
法第11条第2項

（５）指定地域移行支援事業者は、その提供した指定地域移行支援に関し、法第51条の27第1項の規定により都道府県知事又は
市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定地域移行
支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又
は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言
に従って必要な改善を行っているか。

適・否

平24厚令27第35条第5項
法第51条の27第1項

（６）指定地域移行支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、（３）から（５）までの
改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 適・否

平24厚令27第35条第6項

（７）指定地域移行支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は
あっせんにできる限り協力しているか。 適・否

平24厚令27第35条第7項
社会福祉法第83条,第85条

（１）指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町
村、当該利用者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 適・否

平24厚令27第36条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、（１）の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。
適・否

平24厚令27第36条第2項

（３）指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠
償を速やかに行っているか。 適・否

平24厚令27第36条第3項

34 虐待の防止 　指定地域移行支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の①から③に掲げる措置を講じているか。
　①　当該指定地域移行支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する
　　　委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を
　　　定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
　②　当該指定地域移行支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
　③　②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
　
　※令和4年3月31日までは努力義務、令和4年4月1日から義務化。

適・否

平24厚令27第36条の2

35 会計の区分 　指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域移行支援の事業の会計をそ
の他の事業の会計と区分しているか。 適・否

平24厚令27第37条

33 事故発生時の対応
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地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

（１）指定地域移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。 適・否 平24厚令27第38条第1項

（２）指定地域移行支援事業者は、利用者等に対する指定地域移行支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定地
域移行支援を提供した日から５年間保存しているか。
①　提供した指定地域移行支援に係る必要な事項の提供の記録
②　地域移行支援計画
③　地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
④　苦情の内容等の記録
⑤　事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

適・否

平24厚令27第38条第2項

37 電磁的記録等 　指定地域移行支援事業者及びその従業者は、書面の作成、保存等を電磁的記録等の方法で行う場合は、次のとおり行ってい
るか。

（１）指定一般相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、
謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
物をいう。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（受給者証記載事項又は６の受給者証に記載された内容により
確認することが義務付けられているもの及び（２）に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電
磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができているか。

適・否

平24厚令27第46条第1項

（２）指定一般相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）
のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の
相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方
法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができているか。

適・否

平24厚令27第46条第2項

第４ 変更の届出等 法第51条の25

１ 変更及び休止した事業の再
開の届出

（１）指定相談支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他法施行規則第34条の58に定める事項に変更が
あったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、10日以内に、その旨を県に届け出ているか。 適・否

法第51条の25第1項
法施行規則第34条の58

２ 廃止又は休止の届出 （２）指定相談支援事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前ま
でに、その旨を県に届け出ているか。 適・否

法第51条の25第2項
法施行規則第34条の58

第５ 業務管理体制の整備等 法第51条の31

１ 業務管理体制の整備 （１）指定相談支援事業者は、次の区分に応じて必要な業務管理体制の整備を行っているか。
　①　指定を受けている事業所の数が1以上20未満の事業者　　イのみ
　②　指定を受けている事業所の数が20以上100未満の事業者　イ及びロ
　③　指定を受けている事業所の数が100以上の事業者　　　　イ、ロ及びハ
　イ　法令遵守責任者を選任しているか。
　ロ　業務が法令に適合することを確保するための規程を整備しているか。
　ハ　業務執行の状況の監査を定期的に行っているか。

適・否

法第51条の31第1項
法施行規則第34条の61

２ 業務管理体制の届出及び変
更の届出

（２）指定相談支援事業者は、（１）において整備を行うこととされている業務管理体制について、遅滞なく県（又は厚生労
働大臣）に届け出ているか。
　また、届け出た事項に変更があったときも、遅滞なく、変更の届出を行っているか。
（届出については、法人単位で行う。）

適・否

法第51条の31第2項及び
第3項
法施行規則第34条の61

第６ 障害福祉サービス等情報公表制度の報告 法第76条の3

障害福祉サービス等情報公
表制度の報告

（１）指定障害福祉サービス事業者等の設置者は、サービスを利用する障がい者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービ
ス等を利用する機会を確保するため、情報公表の対象となる指定障害福祉サービス等の情報（法施行規則第65条の9の8に規定
する以下の情報）を県に報告しているか。
（報告は、インターネット上における情報公表システムにより行う）
　①サービス開始時　　　　法人、事業所、従業者、サービス内容、利用料等に関する基本情報
　　　　　　　　　　　　　（法施行規則第65条の9の8別表第1号）
　②毎年度定期的な報告時　法人、事業所、従業者、サービス内容、利用料等に関する基本情報
　　　　　　　　　　　　　及び運営情報（法施行規則第65条の9の8別表第1号及び第2号）

適・否

法第76条の3第1項
法施行規則第65条の9

36 記録の整備

6 / 9 ページ



地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

第７ 地域相談支援サービス費の算定及び取扱い
 法第51条の14第3項

１ 基本事項 （１）指定地域相談支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第124号（報酬告示）の別表「地域相談支援給付費単位
数表」により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単
価（10円）を乗じて得た額を算定しているか。（ただし、その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額となっているか。）

適・否

平24厚告124一
平24厚告539
法第51条の14第3項

（２）（１）の規定により、指定地域相談支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるとき
は、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 適・否

平24厚告124二

２ ①基本報酬
地域移行支援サービス費
（Ⅰ）

　地域移行支援サービス費（Ⅰ）については、次の①～③のいずれにも該当するものとして県に届け出た指定地域移行支援事
業所において、地域相談支援給付決定障害者に対して地域移行支援を行った場合に、１月につき所定単位数を算定している
か。（ただし、（Ⅰ）を算定している場合は（Ⅱ）の併算定不可）
　①　地域移行支援従事者のうち、１人以上が社会福祉士若しくは精神保健福祉士の有資格者又は障害者総合支援法
　　　第78条第２項に規定する地域生活支援事業として行われる研修（精神障害関係従事者養成研修における
　　　精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修に限る。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から
　　　当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた相談支援専門員であること
　②　地域移行支援を利用した者のうち、地域生活に移行した者が前年度に３人以上いること。
　③　指定地域移行支援事業所が、精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等との緊密な連携体制を
　　　確保していること。

適・否

平24厚告124別表第1の1
注1
平30厚告114一

地域移行支援サービス費
（Ⅱ）

　地域移行支援サービス費（Ⅱ）については、次の①～③のいずれにも該当するものとして、次の①～③に掲げる基準のいず
れにも適合するものとして県に届け出た指定地域移行支援事業所において、地域相談支援給付決定障害者に対して地域移行支
援を行った場合に、１月につき所定単位数を算定しているか。（ただし、（Ⅰ）を算定している場合は（Ⅱ）の併算定不可）
　①　地域移行支援従事者のうち、１人以上が社会福祉士若しくは精神保健福祉士の有資格者又は障害者総合支援法
　　　第78条第２項に規定する地域生活支援事業として行われる研修（精神障害関係従事者養成研修における
　　　精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修に限る。）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から
　　　当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた相談支援専門員であること
　②　地域移行支援を利用した者のうち、地域生活に移行した者が前年度に１人以上いること。
　③　指定地域移行支援事業所が、精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等との緊密な連携体制を
　　　確保していること。

適・否

平24厚告124別表第1の1
注1
平30厚告114二

地域移行支援サービス費
（Ⅲ）

　地域移行支援サービス費（Ⅲ）については、地域移行支援サービス費（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定する指定事業所以外の指定地
域移行支援事業者、地域相談支援給付決定障がい者に対して指定地域移行支援を行った場合に、１月につき所定単位数を算定
しているか。

適・否

平24厚告124別表第1の1
の注1の2
平30厚告114

②サービス費の算定要件 　指定地域移行支援事業者が、第3の16（地域移行支援計画の作成等）を満たさず、又は第3の17（地域における生活に移行す
るための活動に関する支援）の(2)による利用者との対面による支援を月２日以上行わない場合には、地域移行支援サービス費
を算定していないか。

適・否

平24厚告124別表第1の1
注2

３ 特別地域加算 　平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」の精神科病院又は障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施
設等に入院又は入所等している地域相談支援給付決定障害者に対して、地域移行支援を行った場合（2の②の基本報酬を算定し
ない場合を除く。）に、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を加算しているか。

適・否

平24厚告124別表第1の1
注3
平21厚告176

4 ピアサポート体制加算 　次の①から③までのいずれにも適合しているものとして県に届け出た指定地域移行支援事業所において、指定地域移行支援
を行った場合に、１月につき所定単位数を加算しているか。
　①　ピアサポート研修（障害者総合支援法第78条第2項に規定する地域生活支援事業として行われる研修のうち、
　　　障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修）の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から
　　　当該研修の過程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、下記ア及びイに掲げる者を指定地域項支援
　　　事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置しているここと
　　　　ア　障害者総合支援法第4条第１項に規定する障がい者又は障がい者であったと市が認める者
　　　　イ　管理者、相談支援戦も任又は指定地域移行支援事業所の従業者
　②　①に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定地域移行支援事業所の従業者に対し、
　　　障害者に対する配慮等に関する研修が年１回以上行われていること
　③　①に掲げる者を配置している旨を公表していること

適・否

平24厚告124別表第1の1
の2の注
平30厚告114三

４ 初回加算 　サービスの利用の初期段階においてアセスメント等に手間を要することにより、指定地域移行支援事業者が、指定地域移行
支援を行った場合に、指定地域移行支援の利用開始月について、1月につき所定単位数を加算しているか。 適・否

平24厚告124別表第1の1
の3の注

５ 集中支援加算 　指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障がい者に対して、利用者との対面による支援を月６日以上実施した場
合（2の②の基本報酬を算定しない場合を除く。）に、1月につき所定単位数を加算しているか。
（退院・退所月加算が算定される月は算定不可）

適・否

平24厚告124別表第1の2
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地域移行支援

着　　　眼　　　点 適・否 現　状　・　問　題　点 根拠法 関係書類主　眼　事　項

６ 退院・退所月加算 （１）指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障がい者の精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施
設等からの退院又は退所日が属する月（翌月に退院又は退所することが確実に見込まれる場合であって、退院又は退所日が翌
月の初日等であるときには、退院又は退所日が属する月の前月）に、地域移行支援を行った場合（2の②の基本報酬を算定しな
い場合を除く。）に、1月につき所定単位数を算定しているか。
（退院、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は、算定不可）

適・否

平24厚告124別表第1の3
の注1

（２）退院・退所月加算を算定する地域相談支援給付決定障がい者が、精神科病院に入院した日から起算して３月以上１年未
満の期間内に当該精神科病院から退院した者である場合には、更に１月につき所定単位数に加算しているか。 適・否

平24厚告124別表第1の3
の注2

７ 障害福祉サービスの体験利
用加算

　指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的な利用支援を提供した場合
（2の②の基本報酬を算定しない場合を除く。）に、利用開始日から起算して15日以内に限り、以下の区分に応じて1日につき
所定単位数を加算しているか。
ア　障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ)　体験的な利用開始日から５日以内
イ　障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅱ)　体験的な利用開始日から６日以上15日以内

（市町村から地域生活支援拠点等であると認められ、運営規程に定めているものとして県に届け出た場合に、１日につき所定
単位数に更に加算する。）

適・否

平24厚告124別表第1の4
平30厚告114四

８ 体験宿泊加算

体験宿泊加算（Ⅰ） 　指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援（単身での生活に向けたものをい
う。）を提供した場合（2の②の基本報酬を算定しない場合を除く。）に、体験宿泊加算（Ⅱ）と合計して15日を限度として、
1日につき所定単位数を加算しているか。（(Ⅱ)との併算定は不可）

（市町村から地域生活支援拠点等であると認められ、運営規程に定めているものとして県に届け出た場合に、１日につき所定
単位数に更に加算する。）

適・否

平24厚告124別表第1の5
の注1、3
平30厚告114五（四を準
用）

体験宿泊加算（Ⅱ） 　指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、体験的な宿泊支援（単身での生活に向けたものをい
う。）を提供し、かつ、当該地域相談支援給付決定障害者の心身の状況に応じ、当該地域相談支援給付決定障害者に対して夜
間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行った場合（2の②の基本報酬を算定しない場合を除く。）に、体験宿泊
加算（Ⅰ）と合計して15日を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。

（市町村から地域生活支援拠点等であると認められ、運営規程に定めているものとして県に届け出た場合に、１日につき所定
単位数に更に加算する。）

適・否

平24厚告124別表第1の5
の注2、3
平30厚告114五（四を準
用）

９ 居住支援連携体制加算 　次の①及び②のいずれにも適合しているものとして県に届け出た指定地域移行支援事業所において、住宅確保要配慮者居住
支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会（居住支援法人等）に対して、１月に１回以上、利用者の住宅の確保及び居住
の支援に必要な情報を共有した場合に、１月につき所定単位数を加算しているか。
　①　居住支援法人等との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保していること
　②　①に規定する体制を確保している旨を公表していること

適・否

平24厚告124別表第1の6
平30厚告114六

10 地域居住支援体制強化推進
加算

　指定地域移行支援事業所の従業者が、当該指定地域移行支援事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保
要配慮や居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関
係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該指
定地域移行支援事業所において、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算しているか。

適・否

平24厚告124別表第1の7

（参照法令等） 法：　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

法施行規則：　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）

基準関係：

報酬関係：

平18厚告539：　厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成18年厚生労働省告示第539号）

平18厚告551：　厚生労働大臣が定める施設基準（平成18年厚生労働省告示第551号）

平24厚令27（地域相談支援基準、指定基準）：　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第27号）

解釈通知：　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成24年3月30日付け障発0330第21号）

平24厚告226（相談支援専門員告示）：　指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成24年厚生労働省告示第226号）

平24厚告124（報酬告示）：　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第124号）
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平21厚告176：　厚生労働大臣が定める地域（平成21年厚生労働省告示第176号）

平30厚告114：　厚生労働大臣が定める基準（平成30年厚生労働省告示第114号）

留意事項通知：　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴
う実施上の留意事項について（平成18年10月31日付け障発第1031001号）
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